
犯 罪 被 害 者 等 支 援 推 進 事 業

③県民等の理解の増進

県・市町村広報誌活用

大型ビジョン広報

○ 二次的被害防止啓発

ﾘｰﾌﾚｯﾄの増刷及び効果

的配布

○ 事業者への周知拡充

（産業界向け広報誌

広告等）

商工３団体への啓発

依頼

創造おおいた掲載

★県民全般へのより効果的な広報

○「犯罪被害者等支援関係機関ネットワーク会議」

の開催

・各市町村の好事例の発表など、市町村の統一

的対応の推進等

○被害者等支援コーディネーター（1名）の設置

・市町村等からの相談対応、多機関連携の中核

的役割

○「支援連絡調整会議」の開催

・途切れない支援体制の強化を行うため県、県警、

関係市町村、早期援助団体による個別事案に

対する支援内容を検討

②関係機関の連携強化
★市町村相談窓口強化を中心とした連携体制の構築

県

死亡見舞金上限15万円
重傷病見舞金上限5万円

補
助

遺族

重傷病
被害者

市町村

死亡見舞金30万円
重傷病見舞金10万円

○市町村との連携による見舞金制度の実施

・見舞金を支給する市町村に対して２分の１を補助

・刑法犯認知に応じた見舞金支給とするため、警察

署への周知活動を強化

○犯罪被害者等のための無料託児サービス

○「支援ノート」の活用による、被害者一人ひとりの

事情を踏まえた支援の実施

①寄添支援(負担軽減)の拡充
★被害者等の経済的負担を軽減


